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監 査 公 表 第 １ ３ 号
平 成 27年 ３ 月 27日 監 査 公 表 第 ６ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 27年 ６ 月 23日
福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 7 財 第 2 9 8 号
平 成 27年 ４ 月 24日

福 島 県 監 査 委 員 小 桧 山 善 継
福 島 県 監 査 委 員 三 村 博 昭

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印

財 政 的 援 助 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）
平 成 27年 ３ 月 17日 付 け 26福 監 第 219号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と

お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 ）

財 政 的 援 助 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 法 人 公 立 大 学 法 人 福 島 県 立 医 科 大 学

所 管 部 局 総 務 部
指 摘 事 項 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

指 摘 事 項 措 置 状 況
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「 指 摘 事 項 」
入 札 の 事 務 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠 い て 今 回 の 指 摘 を 受 け 、 当 該 法 人 に 対 し 、

い る も の が あ る 。 法 人 自 ら が 以 下 の 対 策 を 講 じ る な ど 、 組
織 的 な チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 入 札 事 務 を

「 事 実 」 適 正 に 行 う よ う 指 導 し て ま い り ま す 。
平 成 25年 11月 に 実 施 し た 医 療 用 サ イ ク

ロ ト ロ ン の 入 札 に つ い て 、 甲 社 を 落 札 者 今 後 の 入 札 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 を
と 決 定 し た に も か か わ ら ず 、 当 該 サ イ ク 遵 守 す る と と も に 、 仕 様 書 等 入 札 関 係 の
ロ ト ロ ン に 係 る 仕 様 書 が 医 科 大 学 の 必 要 書 類 の 作 成 に つ い て 、 関 係 す る 教 職 員 を
と す る 仕 様 を 明 確 に 表 示 し て い な か っ た 中 心 に 十 分 な 打 合 せ と 相 互 チ ェ ッ ク を 行
た め 、 落 札 後 に 入 札 説 明 書 に 記 載 の な い い な が ら 、 記 載 事 項 の 遺 漏 が な い よ う に
技 術 審 査 を 実 施 し た 結 果 、 医 科 大 学 の 求 十 分 精 査 す る 。
め る 仕 様 に 合 致 し な い と し て 契 約 を 締 結
す る に 至 ら ず 、 再 度 入 札 を 行 わ ざ る を 得
な く な る な ど 、 事 務 手 続 に 著 し く 適 正 を
欠 い て い る 。

「 是 正 、 改 善 等 の 意 見 」
入 札 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ く

と と も に 入 札 説 明 書 や 仕 様 書 等 の 関 係 書
類 に は 必 要 と す る 仕 様 等 を 明 確 に 記 載 の
上 適 正 に 事 務 手 続 を 行 う こ と 。

２ 監 査 対 象 法 人 公 益 財 団 法 人 福 島 県 生 活 衛 生 営 業 指 導 セ ン タ ー
所 管 部 局 保 健 福 祉 部
指 摘 事 項 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
法 人 の 運 営 に 、 著 し く 適 正 を 欠 い て い 左 記 の 指 摘 事 項 に 関 し て 、 当 該 法 人 が

る も の が あ る 。 下 記 の と お り 対 策 を 講 じ た こ と を 確 認 し
ま し た 。

「 事 実 」 な お 、 当 該 法 人 に 対 し 、 改 め て 定 款 の
当 該 法 人 の 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 は 、 定 め に 従 い 適 切 な 時 期 に 評 議 員 会 を 開 催

定 款 の 定 め に よ り 毎 事 業 年 度 の 開 始 の 日 し 、 次 年 度 の 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 の 承
の 前 日 ま で に 評 議 員 会 の 承 認 を 得 な け れ 認 を 得 る よ う 指 導 し ま し た 。
ば な ら な い が 、 平 成 26年 度 の 事 業 計 画 及 引 き 続 き 、 当 該 法 人 に 対 し 、 定 款 の 定
び 収 支 予 算 を 承 認 す べ き 評 議 員 会 が 開 催 め に 従 い 適 正 に 法 人 の 運 営 を 行 う よ う 指
さ れ て い な い 。 導 し て ま い り ま す 。

記
「 是 正 、 改 善 等 の 意 見 」 事 後 で は あ る が 、 平 成 26年 ６ 月 23日 に
法 人 の 運 営 は 、 定 款 の 定 め に 従 い 適 正 開 催 し た 第 ２ 回 評 議 員 会 に お い て 、 報 告

に 行 う こ と 。 を 行 い 承 認 を 得 た 。
こ の 反 省 を 踏 ま え 、 こ の 時 点 に お い て

事 務 局 内 で 話 合 い を 行 い 、 各 々 が 再 度 定
款 を 熟 読 の 上 、 今 後 は 定 款 の 規 定 に 則 っ
た 運 営 を 行 っ て い く こ と を 確 認 し た 。
な お 、 平 成 27年 度 の 事 業 計 画 及 び 収 支

予 算 に つ い て は 、 先 の 確 認 ど お り 、 平 成
27年 ３ 月 26日 に 開 催 し た 第 ５ 回 評 議 員 会
に 上 程 し 、 承 認 を 得 た 。

３ 監 査 対 象 法 人 公 益 財 団 法 人 ふ く し ま 科 学 振 興 協 会
所 管 部 局 商 工 労 働 部
指 摘 事 項 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て
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指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
会 計 経 理 処 理 に お い て 、 公 益 法 人 会 計 左 記 の 指 摘 事 項 に 関 し て 、 当 該 法 人 が

基 準 等 に 照 ら し 著 し く 適 正 を 欠 い て い る 下 記 の と お り 対 策 を 講 じ た こ と を 確 認 し
も の が あ る 。 ま し た 。

な お 、 当 該 法 人 に 対 し 、 財 団 を 専 管 し
「 事 実 」 て い る 教 育 庁 職 員 課 と 補 助 金 を 管 理 し て
現 金 及 び 預 金 の 有 高 が 総 勘 定 元 帳 の 数 い る 産 業 創 出 課 に お い て 、 法 人 自 ら が 組

値 と 一 致 し て い な い な ど 、 会 計 帳 簿 の 整 織的なチェック体制を確立するとともに 、
理に著しく適正を欠いているものがある 。 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 な 会 計 帳 簿 の 整 理
ま た 、 財 務 諸 表 と 総 勘 定 元 帳 の 数 値 に と 財 務 諸 表 の 作 成 を 行 う よ う 指 導 し て ま

整 合 性 が な い 、 あ る い は 、 内 訳 が 不 明 な い り ま す 。
勘 定 科 目 が 正 味 財 産 増 減 計 算 書 に 計 上 さ 記
れ て い る な ど 、 財 務 諸 表 の 作 成 に 著 し く （ 事 実 の 原 因 ）
適 正 を 欠 い て い る 。 平 成 24年 10月 に 会 計 ソ フ ト を 稼 働 さ せ

た 際 に 期 首 の 勘 定 科 目 残 高 の 修 正 を し な
「 是 正 、 改 善 等 の 意 見 」 か っ た こ と や 、 入 力 漏 れ 、 仕 分 け の 誤 り
会 計 帳 簿 の 整 理 、 財 務 諸 表 の 作 成 に 当 等 が あ っ た た め 、 現 金 ・ 預 金 の 残 高 等 が

た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う 会 計 ソ フ ト 上 と 現 実 で 乖 離 が 生 じ た 。
かい り

こ と 。 ま た 、 平 成 24年 度 途 中 で 会 計 担 当 者 の
異 動 が あ り 、 会 計 に 関 す る 知 識 の あ る 者
が い な か っ た こ と に よ り 事 務 が 停 滞 し 、
平 成 25年 度 で 「 過 年 度 修 正 損 （ 平 成 24年
度の支出分）」を計上することになった 。
（ 過 年 度 分 の 対 応 等 ）
過 年 度 修 正 損 の 内 容 を 解 明 す る と と も

に 、 平 成 25年 度 の 会 計 処 理 を 精 査 し 、 平
成 26年 度 の 決 算 に 適 正 に 計 上 す る 。
（ 今 後 の 対 応 ）
グ ル ー プ 内 の 会 計 に 関 す る 研 修 等 に よ

りグループ内の知識向上を図るとともに 、
複 数 名 で の チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 す る 。
ま た 、 平 成 26年 度 か ら 税 理 士 法 人 に 会

計 顧 問 業 務 、 決 算 書 作 成 チ ェ ッ ク 業 務 、
月 次 チ ェ ッ ク 業 務 等 を 委 託 し 、 関 係 規 程
に 基 づ く 適 正 な 会 計 帳 簿 の 作 成 と 財 務 諸
表 の 作 成 を 行 う 。

（ 監 査 総 務 課 ）


